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新 旧 

店頭外国為替証拠金取引（DMM FX）約款 

 

（第 1 条～第 6 条 省略） 

 

第 7 条（禁止事項） 

1 お客様は、お客様が次の各号に定める行為を行ってはならないこと

に予め承諾することとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に

該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこ

ととします。 

（（1）～（2）省略） 

 

（3）流動性の低い時期・時間帯に当該流動性に比して過度な取引を行う

行為又は、お客様の属性等に比して過度な投機的取引を行う行為 

 

（（4）～（5）省略） 

 

（6）他のお客様と同調した取引を行う行為 

（7）（内容省略） 

（8）（内容省略） 

（9）（内容省略） 

（10）短時間又は合理性に欠ける頻度で注文を繰り返し行う行為 

 

（以下、省略） 

 

店頭外国為替証拠金取引（DMM FX）約款 

 

（第 1 条～第 6 条 省略） 

 

第 7 条（禁止事項） 

1 お客様は、お客様が次の各号に定める行為を行ってはならないことに

予め承諾することとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に該

当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこと

とします。 

（（1）～（2）省略） 

 

（3）過度な投機的取引を行う行為 

 

 

（（4）～（5）省略） 

 

（新設） 

（6）（内容省略） 

（7）（内容省略） 

（8）（内容省略） 

（9）短時間での注文を繰り返し行う行為 

 

（以下、省略） 
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令和 5 年 5 月 27 日 改訂 

 

 

 


